
平成３０年度 第９回板倉区地域協議会 次第 

 

                     日 時：平成３１年３月２５日(月) 

                          午後６時から 

                     場 所：板倉コミュニティプラザ 

                          ３階 市民活動室 

１ 開  会 

 

 

２ 会長あいさつ 

 

 

３ 所長あいさつ 

 

 

４ 報  告 

 ・第 6次行政改革推進計画及び事務事業評価の結果について（資料 1-1、1-2、1-3） 

 

 

 

５ 協  議 

（１）自主的審議事項について 

 

 

 

（２）その他 

 

 

 

６ そ の 他 

 

 

 

７ 閉  会 

  ・次回 ４月  日（ ）午後６時～ 第１回板倉区地域協議会 

板倉コミュニティプラザ ２０１、２０２会議室 











 

 

事務事業評価の結果について 
 
１ 事務事業評価の実施 

⑴ 目的 

第 6次総合計画における施策を評価し、また、施策を実現するための事務事業を評価するこ

とにより、限られた経営資源（財源、公共施設等、人材・組織）の範囲で、政策的視点から施

策の重点化を明確にするとともに、行政改革の視点から事務事業の必要性・有効性・効率性を

検証し、施策の実現に資する重要な事務事業を着実に推進しつつ、事業量と業務量の削減を図

るもので、具体的には次の 3点を目指します。 

・財政規模の縮小への備え  … 歳入に見合った歳出規模と業務量への見直し 

・経営資源の最適配分  … 施策評価に基づく施策・事業の重点化 

・最小経費・最大効果の事業執行 … 目的・目標の再確認及び事業執行の更なる効率化 

 

⑵ 対象事業（1,408事業） 

・平成 31年度から平成 34年度までに実施を予定する一般会計及び特別会計（公営企業会計を

除く。）の事務事業（1,313事業） 

ただし、施設の廃止・見直し等については、平成 32 年度末までに策定する個別施設計画

で検討するため、対象外としました。 

・予算は計上されていないが、一定以上の業務量を要する事務事業（95事業） 

 

⑶ 評価の手順 

ア 施策評価 

第 6 次総合計画前期基本計画に基づく 42 の基本施策を構成する 106 の「施策の柱」ごと

に、進捗や課題を考察し、今後 4年間の取組の方向性を明確化した上で、政策的な事務事業

の評価に反映しました。 

 

イ 事務事業評価 

評価段階 評価者 

一次評価 
事業所管課が評価項目（必要性・有効性・効率性）に基づき評価し、

事業の方向性を判断 

事務局ヒアリング 
事務局（行政改革推進課・企画政策課・財政課・人事課）が一次評価

に対し事業所管課へヒアリング 

二次評価 
副市長・教育長・政策監が、一次評価及び事務局ヒアリングによる事

業の方向性に対し政策的視点で評価 

最終評価 市長が二次評価に対し政策的視点で評価 

 

⑷ 一次評価の評価項目 

評価項目 評価内容 

必要性 

・市民ニーズ（市民の声や要望、対象者数の推移等）を検証 

・行政関与の必要性（市が実施すべき事業か、民間や国県による代替が可能か）を

検証 

有効性 
・目標の達成状況、進捗状況、主な成果（平成 27年度～平成 29年度）を検証 

・政策間の連携による複数分野での相乗効果を検証 

効率性 

・近隣自治体や類似団体との比較による事業規模・サービス水準を検証 

・民間活力等の活用による事業実施の可否など事業の実施方法を検証 

・事務の効率化・簡素化（経費削減や事業の整理・統合などの可否）を検証 

・適正な受益者負担（事業費やサービス水準とのバランス、自主財源の確保）を検

証 
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⑸ 評価結果の区分（事務事業の方向性） 

平成 34年度までの事務事業の方向性について、次の区分により評価を行いました。 

次ページ以降の評価結果一覧については、評価結果のうち、「廃止」「一部廃止」「見直し」「拡

充」と評価した事務事業を掲載しています。 

なお、平成 34 年度までの間には、本資料に掲載されている評価結果だけではなく、平成 35

年度以降の収支均衡を目指し、一層の事務事業の見直しに取り組みます。 
 

評価区分 内容 事業数 

廃止 ・廃止とする事務事業 25  

一部廃止 ・事業規模、対象者等を縮小する事務事業 24  

見直し 

・事業の成果・効果を高めるために内容を見直す事務事業 

・事業の実施主体やサービス提供方法、受益者負担を見直す事務事業 

・今後の方向性について、制度や計画等を含めて検討する事務事業 

179  

拡充 ・事業規模、対象者等を拡充する事務事業 18  

完了 
・あらかじめ完了年度が設定されており、今後確実に完了が見込まれ

る事務事業 
154  

現状維持 ・継続して実施する事務事業 1,008  

合計 1,408  

 

⑹ 評価結果の取扱い 

ア 関係者との協議 

・事務事業評価は、財政収支の均衡を目指すための行政の自己評価であり、今後、関係者等

への説明や協議を十分に行いながら取組を進めていきます。 

イ 評価結果の反映 

・評価結果と連動した「財政計画」及び「定員適正化計画」を策定しました。 

・評価結果に基づく取組を反映した予算編成を実施します。 

 

 



評価結果一覧 【板倉区  関連事業抜粋版】

区分 内容

9
剪定枝資源化
業務委託

・家庭で剪定した枝木を年2回（春・
秋）、会場を設けて収集し、破砕処理
を行い木質チップに資源化するほ
か、サーマルリサイクルに活用する。

生活環
境課

廃止
・剪定枝は、町内会集積所やクリーンセ
ンターに排出できることから、特別収集
を廃止する。

49

生活排水処理
推進員による
接続促進（農
集排特会）

・接続推進員による戸別訪問で接続
の推進を図る。
・きめ細かな相談・啓発等を行う。

生活排
水対策
課

一部
廃止

・生活排水処理推進員の訪問エリアを見
直すこととし、農業集落排水事業特別会
計における雇用は費用対効果が認めら
れないことから、廃止する。

92
板倉コミュニ
ティプラザ管理
運営費

・上越市コミュニティプラザ条例に基
づき、コミュニティプラザの適切な維
持管理及び運営を行う。

自治・
地域振
興課

見直
し

・総合事務所では、時間外の戸籍届等
の受付件数が少数であり、一律に時間
外受付を開設する必要性は低いことか
ら、申請等の受付状況に応じて時間外
受付体制を見直す。

95
地域協議会の
開催

・諮問事項及び自主的審議事項を審
議する会議を開催する。
・地域協議会の運営状況や市政運
営等に係る情報共有を図るため、地
域協議会会長会議を開催する。

自治・
地域振
興課

96
地域協議会委
員研修の実施

・地域課題を議論する上で必要性が
高いと考えられる市の施策の基礎的
な事柄について、委員の共通認識を
深めるための研修を実施する。
・地域づくりの先進地の事例を聞く講
演会や視察を行う。

自治・
地域振
興課

97
地域協議会だ
よりの発行

・地域協議会の活動状況について住
民に周知するため、地域協議会だよ
りを各区年4回程度（地域の実情に
応じて目標を設定）発行する。

自治・
地域振
興課

109
板倉区地域振
興事業

・市民活動団体等が実施する事業に
対し、補助等により支援を行う。

自治・
地域振
興課

見直
し

・地域振興事業について、補助金に関す
る基本方針では補助率を原則5割として
いるが、多くの事業が7割となっているこ
とから、各事業の地域振興への寄与度
を勘案し、補助率の見直しを検討する。

114
地域活動支援
事業

・地域課題の解決や活力向上を図る
ため、地域活動資金を28の地域自治
区に配分し、地域住民の自発的・主
体的な取組を推進する。

自治・
地域振
興課

見直
し

・本制度の地域課題解決への貢献度を
検証し、更に制度運用の成果が高まるよ
う見直す。なお、見直しに当たっては、地
域協議会の意見を十分に聞き、見直す。

199
地すべり資料
館の管理運営

・土砂災害に対する啓発を目的とす
る地すべり資料館の管理運営を行
う。

河川海
岸砂防
課

見直
し

・地すべり資料館の市所有スペースにつ
いて、施設所有者である県へ譲渡の上、
管理を県で行うよう協議を行う。

201
農業集落排水
事業（繰出金）

・総務省が定める繰出基準に基づ
き、分流式下水道等に要する経費等
について、一般会計からの繰出しを
行うほか、歳入不足分について基準
外繰出しを行うことにより、農業集落
排水事業の経営安定化を図る。

生活排
水対策
課

見直
し

・使用料について、消費税率引上げの際
に増税分の改定を行うとともに、下水道
事業の経営改善に向け、法適用後の使
用料改定についても検討を進める。

202
公共下水道費
（繰出金）

・雨水処理に要する経費など公費で
負担すべき経費のほか、処理場・管
渠などの先行投資による不採算経費
等について、総務省が定める繰出基
準に基づき、下水道事業特別会計へ
繰り出す。

生活排
水対策
課

見直
し

・雨水対策工事の実施計画を見直し、今
後の維持管理経費の負担増を見据える
ほか、未普及地域における下水道整備
の必要性を、浄化槽での対応を含め多
角的に検討する。
・使用料について、消費税率引上げの際
に増税分の改定を行うとともに、下水道
事業の経営改善に向け、法適用後の使
用料改定についても検討を進める。

見直
し

・現行の地域自治区制度における課題
を整理した上で、高齢化や人口減少など
市を取り巻く状況の変化を展望し、地域
自治区制度の見直しの検討に着手す
る。

№ 事業名 事業概要 課等名
評価結果
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